
 
 

 
 

 
 

 

 “税”も経営のうち。知ると知らぬとでは大きな差です。 
   「法を知らぬものは、法は救わない」とか。入会していろいろな情報と知識を。  

 青色申告は数々の特典が受けられ大変節税になります。  

○ 個別指導会  

1． 税務について、前向きな、経営に生かせる相談・指導が受けられます。 

 2． 相談・指導が受けられることにより、世間でよく言われる“法”の解釈の相違による

誤りがなくなります。（例えば、青色申告特別控除 65 万円の選択、青色専従者給与のと

り方など。） 

3． 記帳確認指導を受けることにより、自己の誠実さを決算書に表示できます。 

4． 講習会・説明会に出席することにより知識が習得できます。 

5． 源泉所得税の納付事務も会で指導します。 

6． 複式簿記教室を低価格の料金で受講することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 福利厚生  
1． 会員研修旅行などに格安の費用で参加でき、会員相互の親睦を深めることができます。 
2． 生活習慣病検診が短い時間と団体割引の低廉費用で受診でき、健康が確かめられます。 
3． 見舞金・弔慰金制度があります。 

○ 融資（斡旋）  

 日本政策金融公庫等の公的融資の斡旋を行っています。  

各各種種説説明明会会・・指指導導会会をを予予定定ししてていいまますす  
 記帳指導会等 

(1)新規会員個別記帳指導会の開催 5 月～6 月 (2)会計ソフトＢＲＡ個別指導会 

(3)記帳点検・確認相談会の開催 9 月  (4) 記帳指導・相談等 随時 

 
日程等はホームページ及び会報でお知らせします  

 



○ 税理士の斡旋  

 税の専門家である税理士の斡旋が受けられます。  

○ 各種共済・保険  

1． 小規模企業共済に加入すれば、事業主の退職金積み立てができ、掛け金全額が控除さ

れ節税になります。 

2． 中小企業退職金共済制度に加入すれば、従業員の退職金が安全、確実、有利に積立が

でき、掛け金全額が必要経費になります。 

3． 青色申告会で取り扱いの保険（県民共済、火災共済、グリーン共済、全青色共済、全

青色傷害保険、全青色疾病入院補償、ガン保険）を利用することにより、格安の掛け金で

自己の生活設計、従業員の福利厚生に役立ち、節税にもなります。 

4． 労働保険・一人親方労災保険 

 低料金で年度更新等の一切の事務を代行します。労働局や労働基準監督署に行く必要が

なくなります。 

 

○ 広報誌（全青色・保土ヶ谷青申会報）などが配布され、最新の税情報のほか、幅広い情報

が入手できます。  

○ 青色申告会の事業・行事・活動を通して、公益活動（地域活動、文化活動、社会活動）に

参画したという連帯感、みんなのための、社会のために貢献、寄与したとの充実感も加わり、

「他人に必要とされることの喜び」を与えてもくれます。  

○ 一人でも、会員が多くなればなるほど、税制などの不合理を改善する要望

運動の大きな力となり、実現した結果は会員であるあなた自身のものになり

ます。  

 

 
 


